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略称・用語の説明

用 語 定 義

協定 社会保樽に爾する吉本と諸外国との協定をいう。

特例法 社会保障協定の実施に伴う淳生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法

律第104号)をいう。

特例数令 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年数

令第347号)をいう。

特例省令 社会保障協定の実施に伴う富民年金法施行規則及び厚生年金保験法施行規制の特

伊j等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号)をいう。

協定格手園 ーの協定を締結した相手国をいう。

国年法 思民年金j去をいう。

厚年法 厚生年金保険法をいう。

健保法 健康保険法をいう。

国年令 国民年金法施行令をいう。

厚年令 厚生年金保険法施行令をいう。

健保令 健康保険法施行令をいう。 、

国年則 富民年金法施行規則をいう。

厚年員IJ 厚生年金法施行規則をいう。

健保員IJ 健康保険法施行規則をいう@

-・協定 社会保障に関する毘本国と・・との聞の協定をいう。伊jえば、ドイツ協定I立、 F社会保

.・』には相手盟 障に関する日本国とドイツ連邦共和留との聞の協定jをいう。当該用籍は、特例政令及

略称が入る ぴ特例省令と岡ーの賂称であり、外務省のホームページ及び各種申請書では、日・

(漢字略称等)社会保障協定としている。

霞際事業G 日本年金機構事業企園都霞際事業Gをいう。

渉外G 日本年金機構業務渉外部渉外Gをいう。

年金事務所 年金事務所及び年金相談セン聖一(給付に係るものに限る)をいう。

実施機関 協定に規定された社会保障に関する法令官制度の実施に糞任を有する機関をいう。

相手国実施機関 協定相手思の実施機関及び日本の実施機関との協議・連絡を行う窓口機関(連絡機

等 隣)

相手間期間 協定相手国の年金の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間

の計算の基礎となる期間として当該相手国との協定に規定する相手国の期間をいう。

適用IDE明書 交付した園の社会保障制度のみに加入する根拠となる証明書であり、勤務先又は相

手圏実施機関等!こ提出・提示することにより協定相手国内での状況を確認された後に

その社会保縁側度の加入が免除されることとなる。

期間比率 協定及び特例法等の規定に基づき該当する給付の個別要件となる保険期間に対する

国民年金又は厚生年金保険の加入期慌の比率をいう。

按分事 協定及び特例法等の規定に基づき該当する給付額を妓分する一定の比率をいう。
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各協定において適用調裳の対象となる制度及び年金加入期間通算措霞の有無

協定 発効年月
適用調整の対象となる制度 年金加入期間の

日本 相手間 通算措置

ドイツ協定 平成 12年 2月 年金制度 年金耐震 あり

連合王国協定 平成 13年 2月 なし

韓国協定 平成 17年 4月 なし

合衆国協定 平成17年10月 年金制度 年金制度 あり

箆療保険制度 医療保険制度

ベルギー協定 平成 19年 1月 年金制度 年金制度: あり

医療保検制度 医療保検制度

労災保険制度

雇用保険制度

フランス協定 平成 19年s月 年金制度 年金制度: あり

医療保険制度 震療保険制度

労災保険制度

カナダ協定 平成 20年3Fl 年金制度 年金制度 あり科

{州独自草金制度(ケヘ・刊州)

k老齢保障制度は鼠整なし}

オーストラリア協定 平成21年1月 年金制度 退職年金保障制度 あり牟2

{社会保樟制度(税財源制

度)f主調接しない)

オランダ協定 平成 21年3Fl 年金制度 年金制度 あり時

医療保険制度 医療保険制度

雇用保険制度

チエコ協定 平成21年6月 年金制度 年金制度 あり叫

医療保険制度 医療保険制度

雇用保険紛度

労災保険制度

スペイン協定 平成22年12月 年金制度 年金制度略 あり

アイルランド協定 平成22年12月 年金制度 年金制度 あり

ブラジル協定 平成 24年3月 年金制度 年金制度 あり

スイス協定 平成24年3月 年金制度 年金制度 あり

医療保険制度 医療保険制度

麗用保険制度

ハンガリー協定 平成26年1月 年金制度 年金制度 あり椅

医療保険制度 医療保険制度

雇用保険制度

* 1 カナダ協定において日本の年金加入期間に通算することができる制度は、カナダ年金制度 (cpp)のみ。日本

の年金加入期間を通算するカナダの年金制度I士、老齢保障制度 (OAS)及びカナダ年金制度 {αp)。

*2 オ}ストラPア協定において日本の年金加入期間に通算することができるオーストラリアの期間l土、オース

トラリアにおいて就労していた居住期間(オーストラリアの市民権文はpermanentvisa保有者)。

*3 オランダ協定において日本の年金加入期聞に通算することができるオランダの期間は、オランダの法令によ

る雇用期間、自営活動の期間及び保険期間として取り扱われる期間であり、オランダ圏内に単に居住したこと
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のみに基づく保険期間は含まれない。

*4 チ'"コ協定において、チェロ年金給付に必要となる保険期間には、日本の年金加入期間のほか、チェコ共和

国が保険期間の通算を規定する協定を締結している第三国の保険期聞を考慮する。

本 5 スペイン年金制度が免除になると、スペイン医療保険・雇舟保険制度も併せて免除になるが、スペイン労災

保険制度のみは加入する必要がある。

*6 ハンガリ}協定において、通算可能な年金は老齢年金と遺族年金である。
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